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候
補
地
の
民
有
林
保
護
を

瀞

影

に
・
‐１‘・

’
｛

原
始
林
と
の
緩
衝
帯
に

Ｉ

【
北
広

島
一

プ
ロ
野

球
北

海
道
日

本
ハ

ム

の

ボ
ー
ル

パ
ー

ク
（
Ｂ

Ｐ

）
構

想
に

関
連
し

、

自
然

保
護
団

体

「
フ

ォ
ー
ラ

ム
野
幌
の

森
」

（
五

十
嵐
敏
文

代
表
）

が
５
日

、
市
に

行

つ

。

た
要

望
は
、
市

が
計

画
す

る
ア
ク
セ
ス

道
路

を
、
国
の

特
別

天
然

記
念

物
「
野
幌

原
始
林

」

か
ら
離
し

て
設
け

る
よ

う
求
め
る

内
容
だ

。

五
十
嵐

代
表
ら
は

「
Ｂ

Ｐ

構

想
に

反
対

は
し

て

い

な
い

」
と
し

た
上
で

、

道
路
候
補

地
で

あ

る
民

有
林
の

保
護
を

求
め

、
「
こ

う
し

た

森

が
あ
れ
ば

自
然
環
境

に
配

慮
し

た
Ｂ
Ｐ

と

な
り

、
夢

が
広
が

る
」
と
話
し

た

。

（
須

藤
幸
恵
）

「
野
幌
原
始

林
」

は
３

ヵ
所

‐‐
で

、
原
始

林
に
隣

接
し
た
民

有

に
分
か
れ
た
計
4
0か
の
自
然

林
。
市
が
検
討
す
る
ア
ク
セ
ス

道
路
は
、
Ｂ
Ｐ
予
定
地
と
市
道

大
曲
椴
山
線
を
結
ぶ
約
２
♂

林
が
建
設
候
補
地
と
な
っ
て
い

る
。こ
の
日
は
五
十
嵐
代
表
ら
６

人
が
市
役
所
を
訪
れ
、
道
塚
美

‘
． ”

‐

ｆ

７

｀

ｄ

精
査
し
た
い
。

そ
の
上
で
、
道

や
国
な
ど
関
係

機
関
と
も
協
議

し
な
が
ら
、
環

境
調
査
を
踏
ま

え
て
ル
ー
ト
を

決
め
た
い
」
と

話
し
た
。

市
は
、
原
始

林
の
北
東
側
約

２
５
０
肩
幅
の

Ｊ
Ｒ
千
歳
線
に
隣
接
し
て
あ
る
‐‐
エ
リ
ア
で
環
境
影
響
調
査
を

彦
副
市
長
に
要
望
書
を
手
渡
し

た
。
五
十
嵐
代
表
ら
は
、
民
有

林
が
原
始
林
の
生
態
系
を
守
る

緩
衝
帯
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
説
明
し
、
「
で
き
る
限
り

（
歩
行

者
・
自

転
車
専

用
道
の
）

エ
ル
フ

ィ
ン

ロ
ー

ド
に
寄
せ
た

ル

ー
ト

に
建

設
を
」

と
要
望

。

さ

ら
に

、
こ

の
民
右
林

を
買

い

上
げ

る
な

ど
し
て

「
フ
ァ
イ

タ

ー

ズ
の

森
」

と
し
て

整
備

す
る

こ

と
も

提
案

し
た

。

-

こ
れ
に
対
し
、
市
企
画
財
懇

部
の
川
村
裕
樹
部
長
は
「
ま
ず

し

、
原
始
林
に

影

響
の
出

な
い

ル

ー
ト
を
選

ぶ
方

針

。
今

夏
か

ら

調
査
を
始

め

、
季
節
ご

と
の

調

査
結

果
を
基
に

市
環

境
審
議

会

な
ど
で

話
し

合
う

。
同

団

体

は
同
様

の

要
望

書
を
Ｂ
Ｐ

準
備

会
社
「
北

海
道

ボ
ー
ル

パ
ー
ク
」

（
札

幌
）
に

も
提
出

す
る
こ

と

に
し
て

い
る

。

’Ｉ

Ｌ

ｒ

ｋ
．ド
ー
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  北広島市提示の保全案 
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原始林
指定範囲拡大

文
化
審
答
申

Ｂ

Ｐ

ア

ク

セ

ス

道

隣

接

文
化
審
議
会

（佐
彊
情
会
長
）
は
２１
日
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
Ｈ
件
を
新
た

に
指
定
し
、
指
定
済
み
の
２８
件
に
つ
い
て
対
象
や
範
囲
を
広
げ
る

「追
加
指
宇
匿

な
ど
と
す
る
よ
う
此否
Ш
昌
彦
文
部
科
学
相
に
答
申
し
た
。
道
内
関
連
で
は
特
別
天

然
記
念
物
の
野
幌
原
始
林

（北
広
島
市
）
と
、
史
跡
の
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
八
千
歳

市
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
追
加
指
定
す
る
よ
う
求
め
た
。
早
け
れ
ば
９
月
下
旬
に
も
追

加
指
定
さ
れ
る
見
通
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（尾
張
め
ぐ
み
）

千
歳
の
史
跡
キ
ウ
ス
墓
群
も

ど
か
ら
工
事
の
影
響
を
懸
念
す

る
声
が
出
て
い
た
が
、
北
広
島

市
が
保
全
に
向
け
た
維
持
管
理

に
取
り
組
む
と
し
て
、
環
境

ヘ

の
影
響
は
自平
小
限
に
抑
え
ら
れ

る
と
判
断
さ
れ
た
。

野
幌
原
始
林
の
追
加
指
定
区

域
は
プ
ロ
野
球
北
海
道
日
本
ハ

ム
の
新
球
場
を
中
核
と
す
る
ボ

―
ル
バ
ー
ク

（Ｂ
Ｐ
）
の
建
設

予
定
地
に
つ
な
が
る
ア
ク
セ
ス

道
に
隣
接
。
自
然
保
護
団
体
な

特
別
天
然
記
念
物
忙
追
加
指
定
さ
れ
た
野
幌
原

始
林
　
　
　
　
　
・

史
跡
に
追
加
指
定
さ
れ
た
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群

（道
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
‐́―
提
Ｓ
と

て
消
失
し
た
石
狩
平
野
に
残
る

唯
一
の
原
生
的
な
針
広
混
交
林

で
、
１
９
５
２
年
に
約
４０
わ
が

特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ

た
。
追
加
指
定
の
区
域
は
約
２０

診
で
、
昭
和
初
期
に
伐
採
歴
が

あ
る
も
の
の
植
生
の
回
復
が
良

好
で
、
重
要
な
森
林
で
あ
る
と

評
価
さ
れ
た
。

追
加
指
定
の
区
域
は
、
Ｂ
Ｐ

へ
の
ア
ク
セ
ス
道
と
現
在
の
指

定
区
域
に
挟
ま
れ
た
場
所
に
位

置
す
る
。
北
広
島
市
は
指
定
区

【北
広
島
】
文
化
一重
議
会
が

北
広
島
市
に
あ
る
国
の
特
別
天

然
記
念
物
、
野
幌
原
始
林
に
つ

い
て
、
近
隣
の
山
林
を
追
加
指

定
す
る
よ
う
答
申
し
た
の
は
、

北
海
道
日
本
ハ
ム
の
新
球
場
を

核
と
す
る
ボ
ー
ル
パ
ー
ク

（Ｂ

Ｐ
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
と
の

間
に

「緩
衝
帯
」
を
設
け
る
こ

と
で
、
現
在
の
指
定
区
域
を
保

ク
セ
ス
道
は
動
物
の
通
り
道
を

残
す
構
造
に
す
る
な
ど
、
環
境

へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る

方
法
を
考
え
た
い
」

（企
画
財

政
部
）
と
話
す
。

キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
は
約
３
２

０
０
年
前
の
縄
文
後
期
の
集
団

墓
。
地
面
を
円
形
に
掘
り
下
げ

て
環
状
に
土
を
盛
っ
た
周
堤
墓

８
基
が
あ
る
約
４
・
９
診
が
７９

年
に
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。
近

年
、
周
辺
で
新
た
に
１
基
が
確

認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
５
ｏ
９

全
す
る
狙
い
が
あ
る
。

原
始
林
と
隣
接
し
て
い
る
の

は
、
計
画
さ
れ
て
い
る
ア
ク
セ

ス
道
路
２
本
の
う
ち
、
道
道
と

し
て
整
備
さ
れ
る
、
Ｂ
Ｐ
と
市

道
大
曲
椴
山
線
を
結
ぶ
約
２
・

８
ざ
。
当
初
、
現
在
の
指
定
区

域
横
に
道
路
を
建
設
す
る
計
画

だ
っ
た
が
、
車
の
通
行
に
よ
る

外
来
種
の
持
ち
込
み
な
ど
環
境

へ
の
影
響
を
配

慮
し
、
約
２
０

０
研
離
れ
た
ル

ー
ト
に
変
更
し

た
。今

回
の
追
加

指
定
は
、
変
更

後
の
ア
ク
セ
ス

道
路
の
ル
ー
ト

と
現
在
の
指
定

区
域
の
間
に
あ

る

山

林

約

２０

診
。
追
加
指
定

め
た
。

・
キ
ウ
ス
周
堤
墓
群
は
２
０
２

１
年
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
を

目
指
す

「北
海
道
・
北
東
北
の

縄
文
還
跡
群
」
の
構
成
還
跡
の

一
つ
。
追
加
指
定
の
範
囲
は
現

在
、
構
成
遺
跡
に
は
含
ま
れ
て

い
な
い
た
め
、
千
歳
市
教
委
は

「追
加
指
定
の
部
分
も
含
ま
れ

る
よ
う
手
続
き
を
進
め
た
い
」

と
話
し
て
い
る
。

道
内
の
史
跡
は
現
在
５５
件
、

天
然
記
念
物
は
３２
件
。

に
よ
り
、
拡
大
さ
れ
た
野
幌
原

始
林
の
横
を
道
路
が
通
る
こ
と

に
な
る
が
、
追
加
区
域
は
植
生

が
回
復
し
て
は
い
る
も
の
の
過

去
に
伐
採
履
歴
が
あ
り
、
手
付

か
ず
の
原
生
的
な
森
林
が
残
る

現
在
の
指
定
区
域
と
は
違
い
が

あ
る
。
文
化
庁
文
化
財
第
二
課

は

「北
広
島
市
が
原
始
林
の
保

存
活
用
計
画
を
策
定
し
て
し
っ

か
り
管
理
し
て
い
く
こ
と
で
、

環
境
へ
の
影
響
は
最
低
限
に
抑

え
る
こ
と
が
で
き
る
」と
話
す
。

北
広
島
市
在
住
の
道
自
然
保

護
監
視
員
森
下
徹
さ
ん
（４９
）は

「追
加
指
定
で
一
層
の
保
全
が

図
ら
れ
る
こ
と
は
非
常
に
意
義

深
い
。
今
後
は
保
全
の
ほ
か
原

始
林
の
実
態
調
査
や
観
察
会
な

ど
を
行
い
、
身
近
な
文
化
財
と

し
て
市
民
に
広
く
知
っ
て
ほ
し

い
」
と
期
待
す
る
。（須
藤
圭
患
）

野幌
原始
林
従
来
区
域
保
全
の
「緩
衝
帯
」

アクセス道路と野幌原始林の
追加指定範囲の位置関係

アクセス道路

市道大曲
椴山線 新駅

レノヽ 一 ク

予定地

既に指定
いる範囲

¬  ど
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◆北広島市では、⽤地の取得などによりアクセス道路周辺の緑地の保全に取り組んでいる。

きたひろしま総合運動公園線沿線の⼟地利⽤について

⽤地1 市有地として取得し、天然記念物に追加指定。「北広島市天然記念物野幌原始林調査委員会」にて管理計画策定中。
⽤地2 道路とその周辺の⽤地を取得。道路周辺の開発防⽌と、天然記念物のバッファゾーン形成を⽬的として保全・現状維持。
⽤地3 既存の市有地。⼀部を⽔辺の広場としていたが、現在⼯事により閉鎖。⼯事後に公園として再利⽤するかは今後検討。
⽤地4 取得した⽤地と既存の市有地で、「ボールパーク周辺緑地利活⽤懇談会」における利活⽤検討区域（案）。
エリアA ⼯事⽤道路・⼯事ヤードは植⽣復元・モニタリングを実施（協議会による決定）。
エリアB エリアAに同じ。⽔辺の広場と隣接しており、植⽣復元後に公園として再利⽤するかは今後検討。
エリアC ⼯事⽤道路を取り付け道路として残置。

図27. きたひろしま総合運動公園周辺の⼟地利⽤

4.その他環境保全に関する事項 ③北広島市のその他の取り組み

利活⽤検討区域（案）

※札幌建設管理部主催　環境保全を考える協議会　第9回（令和4年11月21日）説明資料より    

Owner
テキストボックス
 ※フォーラム野幌の森提案の「ファイターズの森」の趣旨は概ね実現し、「野幌原始林」の保全に寄与している。
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